
一
八
遷
都
・
分
都
・
展
都

一
諸
機
能
と
り
わ
け
中
枢
管
理
機
能
の
東
京
へ
の
一
極
集
中
に
よ
る
弊
害
を
是
正
し
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
た
め
、

東
京
に
存
す
る
首
都
機
能
を
移
転
再
配
置
し
よ
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
政
府
部
内
等
で
検
討
さ
れ
て
き
た
首
都
機
能
の
移
転

再
配
置
の
諸
方
式
を
指
す
。
各
方
式
に
つ
い
て
、
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
に
は
、
「
遷
都
』
と
は
、

首
都
機
能
を
一
括
し
て
移
転
し
、
新
首
都
を
建
設
す
る
方
式
を
い
い
、
「
分
都
」
と
は
、
首
都
機
能
を
適
地
に
分
散
し
て
配

置
す
る
方
式
を
い
い
、
「
展
都
」
と
は
、
首
都
機
能
を
東
京
圏
内
に
展
開
配
置
す
る
方
式
を
い
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

二
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
昭
五
二
・
二
・
四
閣
議
決
定
）
は
、
首
都
機
能
の
移
転
方
式
と
し
て
、
「
遷
都
の
方

式
」
と
「
分
都
の
方
式
」
を
挙
げ
、
そ
の
利
点
と
問
題
点
を
論
じ
、
基
本
的
に
は
、
首
都
機
能
の
移
転
は
、
国
民
の
意
識
構

造
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
と
し
て
政
治
、
行
政
、
経
済
等
我
が
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
全
般
に

も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
創
造
的
建
設
的
な
議
論
が
国
民
的
規
模
で
な
さ
れ
る

こ
と
が
望
ま
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
首
都
機
能
の
移
転
の
方
向
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

三
そ
の
後
、
遷
都
に
つ
い
て
は
、
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
昭
六
二
・
六
・
三
○
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
遷
都

問
題
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
東
京
一
極
集
中
へ
の
基
本
的
対
応
と
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
・
行
政
機

能
と
経
済
機
能
の
相
互
関
係
の
在
り
方
を
含
め
、
国
民
的
規
模
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
す
る
」
こ
と
と
さ
れ

四
さ
ら
に
、
平
成
二
年
二
月
七
日
に
は
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
に
お
い
て
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
」
が
行
わ
れ
、

「
国
土
全
般
に
わ
た
っ
て
生
じ
た
歪
を
是
正
す
る
た
め
の
基
本
的
対
応
策
と
し
て
一
極
集
中
を
排
除
し
、
さ
ら
に
、
二
十
一

世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
・
行
政
機
能
を
確
立
す
る
た
め
、
国
会
及
び
政
府
機
能
の
移
転
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
さ
れ

た
。

た
。

《ｰ

園
避
都
・
分
郁
・
展
都
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五
な
お
、
「
分
都
』
な
い
し
「
展
都
」
と
称
し
得
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
首
都
機
能
の
一
部
の
移
転
・
再
配
置
に
関
連
す

る
施
策
と
し
て
は
、
東
京
に
所
在
す
る
政
府
機
関
等
の
一
部
の
移
転
・
再
配
置
政
策
が
、
政
府
に
お
い
て
推
進
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
お
い
て
は
、
「
業
務
上
独
立
性
が
比
較
的
高
い
中
央
省
庁
の
一
部
部
局
、
地
方
支
分

部
局
等
の
政
府
機
関
の
移
転
再
配
置
等
を
検
討
し
、
そ
の
推
進
を
図
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
後
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進

法
（
昭
六
三
・
六
・
一
四
法
八
三
）
が
制
定
さ
れ
、
国
の
行
政
機
関
等
の
東
京
都
区
部
か
ら
の
移
転
等
に
つ
い
て
の
規
定

が
置
か
れ
、
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
基
づ
き
国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
た
「
国
の

行
政
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
」
（
昭
六
三
・
七
・
一
九
閣
議
決
定
）
が
決
定
さ
れ
、
同
基
本
方
針
に
基
づ
き
国
の
行
政

機
関
等
の
移
転
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。

（
注
１
）
「
遷
都
」
と
い
う
用
語
は
、
「
分
都
』
や
「
展
都
」
と
い
う
用
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
一
般
に
は
前

記
の
よ
う
に
、
首
都
機
能
の
移
転
・
再
配
置
の
た
め
の
方
式
の
う
ち
で
、
首
都
機
能
を
一
括
し
て
移
転
す
る
方
式
を
指
す

と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
遷
都
」
と
い
う
用
語
が
、
国
の
中
央
政
府
（
又
は
元
首
）
の
所
在
す
る
都
市
と
し

て
の
「
首
都
」
を
移
転
す
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
後
者
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、

移
転
の
対
象
は
、
「
首
都
機
能
」
で
は
な
く
、
「
首
都
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
国
の
中
央
政
府
（
又
は
元
首
）

（
注
２
）
「
首
都
機
能
」
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
般
に
は
、
国
家
統
治
の
た
め
の
中
枢
的

変
更
）
を
伴
う
よ
ゞ

な
る
と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
現
行
の
首
都
圏
整
備
法
等
の
諸
法
律
は
、
東
京
が
我
が
国
の
首
都
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
規
定
を
置
い
て

い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
仮
に
、
首
都
の
所
在
都
市
の
変
更
（
す
な
わ
ち
国
の
中
央
政
府
（
又
は
元
首
）
の
所
在
都
市
の

変
更
）
を
伴
う
よ
う
な
形
で
、
首
都
機
能
の
移
転
再
配
置
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
立
法
上
の
措
置
が
必
要
と

で
あ
る
。

＠

因
避
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（
参
考
資
料
一
）

○
首
都
機
能
移
転
問
題
の
経
緯
（
四
全
総
以
降
）

①
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
昭
六
二
・
六
・
三
○
閣
議
決
定
）

な
機
能
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
、
お
お
む
ね
、
狭
義
に
は
、
立
法
、
司
法
、
行
政
の
三
権
の
う
ち
全
国
を
管
轄
す
る
機

能
を
指
し
、
広
義
に
は
、
更
に
、
政
府
関
係
機
関
及
び
公
団
等
の
特
殊
法
人
、
地
方
公
共
団
体
の
出
先
機
関
、
外
国
政
府

公
館
等
の
機
能
を
含
め
た
機
能
を
指
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
五
二
年
の
三
全
総
に
は
、
「
．
：
首

都
機
能
の
移
転
再
配
置
を
進
め
る
こ
と
が
、
国
土
総
合
開
発
政
策
上
の
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
在
、
東
京
に

は
国
会
ゞ
最
高
裁
、
中
央
省
庁
の
全
国
統
治
機
構
に
直
接
従
事
す
る
公
務
員
等
約
六
万
人
、
外
国
政
府
公
館
、
都
道
府
県

事
務
所
や
公
社
公
団
等
政
府
関
係
機
関
の
職
員
約
五
万
人
、
更
に
、
政
党
本
部
、
労
働
組
合
、
経
済
団
体
等
各
種
の
全
国

的
組
織
の
職
員
約
三
万
人
、
合
計
約
一
四
万
人
程
度
が
首
都
機
能
に
直
接
関
連
し
て
従
事
し
て
お
り
、
家
族
及
び
関
連
サ

ー
ビ
ス
人
口
を
含
め
る
と
、
お
お
む
ね
約
五
○
万
人
前
後
が
移
転
の
検
討
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
」
と

の
記
載
が
あ
る
が
、
現
行
の
四
全
総
に
は
、
こ
れ
に
対
応
し
た
記
述
は
な
い
。

（
注
３
）
分
都
・
展
都
に
つ
い
て
は
、
文
章
中
に
「
分
都
」
及
び
「
展
都
」
の
名
称
が
明
記
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
政
府
と
し

て
の
計
画
で
は
な
い
が
、
国
土
庁
大
都
市
圏
整
備
局
の
策
定
し
た
首
都
改
造
計
画
（
昭
六
○
・
五
国
土
庁
大
都
市
圏
整

備
局
策
定
）
が
あ
り
、
「
現
在
東
京
中
心
部
に
あ
る
政
府
機
関
等
及
び
そ
の
地
方
支
分
部
局
の
う
ち
、
東
京
中
心
部
に
立

地
す
る
必
要
性
の
乏
し
い
も
の
等
の
核
都
市
等
周
辺
部
へ
の
移
転
（
い
わ
ゆ
る
「
展
都
」
）
及
び
東
京
大
都
市
圏
以
外
の

地
方
へ
の
移
転
（
い
わ
ゆ
る
「
分
都
」
）
を
図
る
」
と
の
記
載
が
あ
る
。

で

園
通
都
・
分
都
・
展
都

《‐
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口
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②
緊
急
土
地
対
策
要
綱
（
昭
六
二
・
一
○
・
一
六
閣
議
決
定
）

「
政
府
機
関
の
移
転
再
配
置
を
推
進
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
に
よ
る
検
討
協
議
の
場
の
設
定
を
含
め
て
具
体
的
推
進
方
策

③
国
の
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
（
昭
六
三
・
一
・
二
二
閣
議
決
定
）

国
の
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
の
方
針
を
定
め
る
と
と
も
に
、
内
閣
に
、
国
の
機
関
等
移
転
推
進
連
絡
会
議
を
設
け
る
こ

④
世
界
と
と
も
に
生
き
る
日
本
Ｉ
経
済
運
営
五
ヶ
年
計
画
ｌ
（
昭
六
三
・
五
・
二
七
閣
議
決
定
）

国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
の
推
進
、
国
の
機
関
等
の
東
京
都
区
部
へ
の
新
規
立
地
の
抑
制
が
盛
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
、
東

京
に
現
存
す
る
行
政
機
能
の
一
括
移
転
が
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
る
。

⑤
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
昭
六
三
・
六
、
一
四
法
八
三
）

（
国
の
行
政
機
関
等
の
東
京
都
区
部
か
ら
の
移
転
等
）

第
四
条
国
は
、
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
か
ら
（
以
下
「
東
京
都
区
部
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
人
口
及
び
行
政
、

経
済
、
文
化
等
に
関
す
る
機
能
の
過
度
の
集
中
の
是
正
に
資
す
る
た
め
、
行
政
機
関
の
宮
署
（
東
京
都
の
み
又
は
東
京
都

区
部
若
し
く
は
そ
の
一
部
の
み
を
そ
の
管
轄
区
域
と
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
殊
法
人
の
主

た
る
事
務
所
の
移
転
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
移
転
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
そ
の
東
京
都
区
部
か
ら

の
移
転
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
推
進
を
図
る
」

と
と
し
た
。

の
検
討
を
行
う
」

2

略

３
内
閣
総
理
大
臣
は
、
移
転
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
て
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
業
務
上
独
立
性
が
比
較
的
高
い
中
央
省
庁
の
一
部
部
局
、
地
方
支
分
部
局
等
の
政
府
機
関
の
移
転
再
配
置
等
を
検
討
し
、

諺

顧
避
都
・
分
都
・
展
都
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‐
ア
「
国
の
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
三
年
一
月
二
二
日
閣
議
決
定
）
に
沿
っ
て
、
移
転
候
補
機
関
の

見
直
し
、
追
加
を
行
い
つ
つ
調
整
を
進
め
、
早
期
に
実
施
す
る
。

ィ
政
治
・
行
政
機
能
等
の
中
枢
的
機
関
の
移
転
再
配
置
に
つ
い
て
、
幅
広
い
観
点
か
ら
本
格
的
検
討
に
着
手
す
る
。
」

⑦
国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
（
昭
六
三
・
七
・
一
九
閣
議
決
定
）

「
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
（
…
．
略
…
．
）
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
の
行
政
機
関
等

の
移
転
に
関
す
る
基
本
方
針
を
下
記
の
と
お
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。
（
以
下
略
）
」
「
第
一
の
基
本
方
針
に
従
い
、
当
面
、

下
記
に
よ
り
国
の
行
政
機
関
等
の
移
転
を
推
進
す
る
。
（
以
下
略
）
」

⑧
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
」
衆
参
両
院
で
決
議
（
平
二
・
二
・
七
）

⑨
総
合
土
地
政
策
推
進
要
綱
（
平
三
・
一
・
二
五
閣
議
決
定
）

「
第
２
首
都
機
能
、
都
市
・
産
業
機
能
等
の
分
散

首
都
機
能
、
都
市
・

⑥
総
合
土
地
対
策
要
綱
に
つ
い
て
（
昭
六
三
・
六
・
二
八
閣
議
決
定
）

「
１
首
都
機
能
、
都
市
・
産
業
機
能
等
の
分
散

首
都
機
能
、
都
市
・
産

イ
第
二
九
回
国
会
に
お
け
る
「
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
」
を
受
け
て
、
首
都
機
能
移
転
及
び
こ
れ
に
伴

う
政
府
中
枢
機
能
の
移
転
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
幅
広
い
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
」

⑩
首
都
機
能
移
転
問
題
に
関
す
る
懇
談
会
（
国
土
庁
長
官
の
私
的
懇
談
会
）
と
り
ま
と
め
（
平
四
・
六
・
二
二
）

仙
行
政
機
能
等
の
分
散

1

ァ
「
国
の
機
関
等
の
移
転
に
つ
い
て
」
（
昭
和
六
三
年
一
月
二
二
日
閣
議
決
定
）
及
び
「
国
の
行
政
機
関
等
の
移

転
先
地
等
に
つ
い
て
」
（
平
成
元
年
八
月
二
四
日
国
の
機
関
等
移
転
推
進
連
絡
会
議
と
り
ま
と
め
）
に
沿
っ
て
、

行
政
機
能
等
の
分
散

着
実
に
実
施
す
る
。

で

題
遷
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・
分
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（
参
考
資
料
二
）

○
首
都
機
能
移
転
に
関
す
る
近
年
の
主
な
経
緯
（
旧
国
土
庁
の
資
料
等
に
よ
る
。
）

・
平
成
四
年
一
二
月
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
制
定
（
議
員
立
法
）

・
平
成
五
年
四
月
国
会
等
移
転
調
査
会
の
発
足

・
平
成
七
年
一
二
月
国
会
等
移
転
調
査
会
報
告
（
移
転
の
意
義
・
効
果
、
移
転
先
の
選
定
基
準
等
の
と
り
ま
と
め
）

・
平
成
八
年
六
月
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
議
員
立
法
。
国
会
等
移
転
審
議
会
の
位
置
付
け
等

政
治
・
行
政
機
能
と
経
済
機
能
を
分
離
し
、
政
治
・
行
政
機
能
に
純
化
し
た
新
首
都
を
想
定
し
、
移
転
候
補
地
は
、
「
少

な
く
と
も
東
京
圏
（
六
○
加
圏
）
を
除
く
な
ど
の
措
置
が
必
要
」
と
し
て
い
る
。

⑪
首
都
機
能
移
転
問
題
を
考
え
る
有
識
者
会
議
（
内
閣
総
理
大
臣
の
私
的
懇
談
会
）
と
り
ま
と
め
（
平
四
・
七
・
二
一
）

「
立
法
府
、
司
法
府
及
び
行
政
府
の
う
ち
中
枢
的
な
機
能
を
首
都
機
能
と
し
て
、
移
転
の
検
討
対
象
」
と
し
、
経
済
機
能

と
は
分
離
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
「
首
都
機
能
移
転
の
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
・
・
・
『
首
都
機
能
移
転
問
題

に
関
す
る
懇
談
会
』
の
と
り
ま
と
め
に
沿
っ
て
具
体
的
な
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
」
と
す
る
。

、
平
成
八
年
一
二
月
国
会
等
移
転
審
議
会
の
発
足
（
当
時
の
会
長
は
平
岩
外
四
氏
）

調
査
対
象
地
域
の
設
定
、
現
地
調
査
や
公
聴
会
等
の
実
施
、
総
合
評
価
の
実
施
等
を
経
て
、
移
転

先
候
補
地
の
選
定
作
業
を
行
う
。

・
平
成
三
年
一
二
月
国
会
等
移
転
審
議
会
の
答
申
（
会
長
は
森
亘
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

・
平
成
一
二
年
五
月
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
（
衆
・
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

、

を
内
容
と
す
る
も
の
）

瞳
避
都
・
分
都
・
展
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（
参
考
資
料
三
）

○
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
昭
和
五
二
年
二
月
四
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）

第
五
計
画
の
実
施

（
首
都
磯
能
の
移
転
問
題
）
．

こ
の
た
め
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
、
一
億
数
千
万
人
の
人
間
と
国
土
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
展
望
す
る
中
で
、
均
衡
あ
る

国
土
の
利
用
を
図
り
、
各
定
住
圏
に
お
け
る
定
住
の
基
礎
的
条
件
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、
東
京
に
お
け
る
中
枢
管
理
機
能

集
積
の
主
因
と
な
り
、
東
京
一
点
集
中
の
要
因
と
な
っ
て
き
た
首
都
機
能
の
移
転
再
配
置
を
進
め
る
こ
と
が
、
国
土
総
合
開

現
在
、
東
京
に
は
国
会
、
最
高
裁
、
中
央
省
庁
の
全
国
的
統
治
機
構
に
直
接
従
事
す
る
公
務
員
等
約
六
万
人
、
外
国
政
府

公
館
、
都
道
府
県
事
務
所
や
公
社
公
団
等
政
府
関
係
機
関
の
職
員
約
五
万
人
、
更
に
、
政
党
本
部
、
労
働
組
合
、
経
済
団
体

等
各
種
の
全
国
的
組
織
の
職
員
約
三
万
人
、
合
計
約
一
四
万
人
程
度
が
首
都
機
能
に
直
接
関
連
し
て
従
事
し
て
お
り
、
家
族

及
び
関
連
サ
ー
ビ
ス
人
口
を
含
め
る
と
、
お
お
む
ね
約
五
○
万
人
前
後
が
移
転
の
検
討
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
と
見
ら
れ

発
政
策
上
の
重
要
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

移
転
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
を
一
括
し
て
新
首
都
を
建
設
す
る
遷
都
の
方
式
と
、
こ
れ
ら
の
対
象
を
適
地

に
分
散
配
置
す
る
分
都
の
方
式
が
あ
る
が
、
海
外
に
お
け
る
先
例
を
も
勘
案
し
つ
つ
、
我
が
国
の
実
態
と
将
来
展
望
に
即
し

て
現
実
的
可
能
性
の
あ
る
方
式
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

遷
都
の
方
式
は
、
首
都
機
能
の
一
体
性
が
保
持
さ
れ
、
機
能
の
効
率
性
へ
の
影
響
は
な
い
が
、
反
面
新
た
な
形
で
新
首
都

へ
の
求
心
性
を
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
新
首
都
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
集
積
を
支
え
る
た
め
に
相
当
の
国
土
資

源
の
賦
存
を
要
す
る
こ
と
か
ら
立
地
の
選
択
が
大
き
な
課
題
と
な
る
こ
と
等
の
ほ
か
、
遷
都
が
達
成
さ
れ
る
ま
で
に
膨
大
な

投
資
と
期
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
移
転
の
手
順
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。

ヂ
（
》
。

で
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（
参
考
資
料
四
）

○
第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
（
昭
和
六
二
年

第
Ⅱ
章
多
極
分
散
型
国
士
の
姿
と
そ
の
実
現

第
一
節
一
極
集
中
の
是
正
と
各
圏
域
の
役

一
極
集
中
の
是
正
と
各
圏
域
の
役 一年

中
を
抑
制
し
、
分
散
を
促
進
す
る
。

各
地
域
が
人
口
定
住
の
場
と
し
て
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、
全
国
的
、
国
際
的
な
機
能
や
業
務
機
能
、
特
色
あ
る
研
究
開

発
機
能
を
適
切
に
分
担
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
計
画
期
間
後
半
に
は
東
京
圏
か
ら
地
方
圏
へ
人
口
が
純
流
出
と
な
る
こ
と

を
目
標
と
し
、
産
業
の
振
興
施
策
の
充
実
等
地
方
圏
の
定
住
条
件
を
改
善
す
る
と
と
も
に
東
京
圏
へ
の
諸
機
能
の
過
度
の
集

そ
の
た
め
、
引
き
続
き
工
業
の
分
散
・
再
配
置
政
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
業
務
上
独
立
性
が
比
較
的
高
い
中
央
省
庁

の
一
部
部
局
、
地
方
支
分
部
局
等
の
政
府
機
関
の
移
転
再
配
置
等
を
検
討
し
、
そ
の
推
進
を
図
る
。
ま
た
、
今
後
新
た
に
設

他
方
、
分
都
の
方
式
の
場
合
に
は
、
分
散
配
置
す
る
機
能
の
種
類
、
規
模
や
立
地
が
問
題
と
な
る
が
、
中
枢
機
能
の
地
域

的
な
分
散
に
よ
り
求
心
的
構
造
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
の
反
面
、
首
都
機
能
が
分
散
配
置
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
情
報
の
キ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
東
京
の
役
割
が
増
大
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
更
に
、
政
治
、
行
政
の

制
度
の
運
用
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
機
能
の
効
率
性
に
問
題
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
克
服
の
た

め
、
交
通
、
通
信
メ
デ
ィ
ア
の
技
術
開
発
と
政
治
、
行
政
の
制
度
、
運
用
面
に
お
け
る
改
善
、
工
夫
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
的
に
は
、
首
都
機
能
の
移
転
は
、
国
民
の
意
識
構
造
に
深
く
か
か
わ
る
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
効

果
と
し
て
政
治
、
行
政
、
経
済
等
我
が
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
全
般
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
の
で
、
二
一

世
紀
に
向
け
て
創
造
的
建
設
的
な
議
論
が
国
民
的
規
模
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
首
都
機
能
の
移
転

の
方
向
を
見
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

割

む

六
月
三
○
日
閣
議
決
定
）

へ

抄
一
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（
参
考
資
料
五
）

○
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議
（
平
一

国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議

国
際
社
会
に
貢
献
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
の
現
状
は
、
政
治
、
経
済
、
文
化
等
の
中
枢
機
能
が
首
都
東
京
へ
集
中
し
た
結
果
、
人
工
の
過
密
、
地
価
の
異
常
な

高
腿
、
良
好
な
生
活
環
境
の
欠
如
、
災
害
時
に
お
け
る
都
市
機
能
の
麻
痒
等
を
生
ぜ
し
め
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
の
停
滞
や

過
疎
地
域
を
拡
大
さ
せ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
国
土
全
般
に
わ
た
っ
て
生
じ
た
歪
を
是
正
す
る
た
め
の
基
本
的
対
応
策
と
し
て
一
極
集
中
を
排
除
し
、
さ
ら
に
、
二

十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
政
治
・
行
政
機
能
を
確
立
す
る
た
め
、
国
会
及
び
政
府
機
能
の
移
転
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

政
府
に
お
い
て
は
、
右
の
趣
旨
を
体
し
、
そ
の
実
現
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。

わ
が
国
は
、
明
治
以
来
近
代
化
を
な
し
と
げ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
荒
廃
か
ら
立
ち
上
が
り
、
今
日
の
繁
栄
を
築
き
あ
げ

て
き
た
。
今
後
の
課
題
は
、
国
民
が
ひ
と
し
く
豊
か
さ
を
実
感
す
る
社
会
を
実
現
し
、
世
界
の
人
々
と
の
友
好
親
善
を
深
め
、

置
す
る
全
国
的
文
化
、
研
究
施
設
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
東
京
外
へ
の
立
地
を
図
る
。

遷
都
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
民
生
活
全
体
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
国
土
政
策
の
観
点
の
み
で
は
決
定
で
き
な
い
面
が

あ
る
が
、
東
京
一
極
集
中
へ
の
基
本
的
対
応
と
し
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
政
治
・
行
政
機
能
と
経
済
機
能
の

相
互
関
係
の
在
り
方
を
含
め
、
国
民
的
規
模
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
す
る
。

へ

略
一

(ｰ

一
・
二
・
七
衆
・
参
両
院
決
議
）
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（
参
考
資
料
六
）

○
首
都
機
能
移
転
問
題
を
老
え
る
有
識
者
会
議
と
り
ま
と
め
（
平
四
・
七
・
二
一
）

（
参
考
資
料
七
）

○
国
会
等
移
転
審
議
会
の
答
申
（
平
成
二
年
一
二
月
二
○
日
）
（
抜
粋
）

第
二
章
移
転
先
候
補
地
の
選
定

第
二
章
移
転
先
候

①
首
都
機
能
移
転
の
対
象

②
経
済
機
能
と
の
分
離

④
東
京
の
将
来
像

③
行
政
改
革
と
の
関
係
（
略
）

立
法
府
、
司
法
府
及
び
行
政
府
の
う
ち
中
枢
的
な
機
能
を
首
都
機
能
と
し
て
位
置
づ
け
、
移
転
の
検
討
対
象
と
す
る
と
と
も

に
、
大
使
館
等
首
都
機
能
と
密
接
に
関
連
す
る
機
能
に
つ
い
て
も
同
様
に
検
討
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

１
移
転
先
候
補
地

首
都
機
能
の
移
転
後
も
、
東
京
は
、
世
界
的
な
経
済
、
金
融
及
び
文
化
の
中
心
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
続
け

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
防
災
性
の
向
上
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
広
域
的
な
機
能
配
置
や
環
境
の
整
備
を
進
め
、
ゆ

と
り
と
う
る
お
い
の
あ
る
生
活
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

⑤
当
面
の
首
都
圏
整
備
と
の
関
係
（
略
）

で
あ
る
。

新
都
市
の
あ
り
方
と
し
て
、
移
転
に
当
た
っ
て
は
、
政
治
、
行
政
機
能
と
経
済
機
能
を
原
則
と
し
て
分
離
す
る
こ
と
が
必
要

移
転
先
候
補
地
と
し
て
、
北
東
地
域
の
「
栃
木
・
福
島
地
域
」
又
は
東
海
地
域
の
「
岐
阜
・
愛
知
地
域
」
を
選
定
す
る
。

～

●
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（
参
考
資
料
八
）

○
国
会
等
移
転
に
関
す
る
決
議
（
平
成
一

国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
決
議

昨
年
一
二
月
、
国
会
等
移
転
審
議
会
の
答
申
に
つ
い
て
、
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
国
会
に
報
告
が
な
さ
れ
た
。
国
会
に
お
い
て

は
、
こ
の
答
申
を
真
筆
に
受
け
止
め
、
我
が
国
の
将
来
を
大
局
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
、
内
外
の
批
判
に
耐
え
得
る
適
切
な
結

論
を
速
や
か
に
導
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
会
等
の
移
転
は
、
我
が
国
の
将
来
に
深
く
関
わ
り
、
国
政
の
在
り
方
を
も
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
世
紀

を
超
え
た
長
期
的
視
点
に
立
っ
て
構
想
す
べ
き
歴
史
的
大
事
業
で
あ
る
。

政
府
に
お
い
て
も
、
本
委
員
会
に
て
、
国
会
が
早
期
に
国
会
等
の
移
転
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
こ
と
を
期
待
し
、
こ
れ
に
向

政
府
に
お
い
て
も
、
本
委
員
会
に
て
、
国
会
ぷ

け
て
積
極
的
に
協
力
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。

移
転
先
で
は
、
初
期
段
階
か
ら
そ
の
地
域
だ
け
で
首
都
機
能
の
運
営
に
十
全
を
期
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
東
京
あ

る
い
は
仙
台
、
名
古
屋
、
京
都
、
大
阪
等
の
大
都
市
と
の
広
域
的
な
連
携
は
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
調
査
対
象
地
域
内
の
他
の
地

域
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
。

「
茨
城
地
域
」
は
、
自
然
災
害
に
対
す
る
安
全
性
に
優
れ
る
等
の
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
「
栃
木
・
福
島
地
域
」
と
連
携

し
、
こ
れ
を
支
援
、
補
完
す
る
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。

「
三
重
・
畿
央
地
域
」
は
、
他
の
地
域
に
は
な
い
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
将
来
新
た
な
高
速
交
通
網
等
が
整
備
さ
れ
る
こ

と
に
な
れ
ば
、
移
転
先
候
補
地
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
期
待
に
応
え
、
ま
ず
、
国
会
等
の
移
転
先
の
現
在
の
三
候
補
地
を
一
箇
所
に
絞
り
込
み
、
そ
の
上
で
、
国
会
等
の

で

二
年
五
月
一
八
日
）
（
衆
・
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

園
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（
参
考
資
料
九
）

○
国
会
等
移
転
審
議
会
の
答
申
後
の
手
続
（
旧
国
土
庁
の
資
料
に
よ
る
。
）

・
答
申
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
国
民
の
合
意
形
成
の
状
況
、
社
会
経
済
情
勢
の
諸
事
情
に
配
慮
し
、
東
京
都
と
の
比
較
考
量
を

通
じ
て
、
移
転
に
つ
い
て
検
討
（
移
転
法
第
二
二
条
）
。

・
移
転
を
徹
底
す
る
場
合
に
は
、
答
申
の
国
会
へ
の
報
告
を
踏
ま
え
、
移
転
先
に
つ
い
て
別
に
法
律
で
定
め
る
（
移
転
法
第
二

三
条
）
。

移
転
に
関
す
る
法
律
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
社
会
経
済
情
勢
の
諸
事
情
に
配
慮
し
、
東
京
都
と
の
比
較
考
量
を
通
じ
て
、
移
転

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
国
会
に
課
さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
委
員
会
と
し
て
は
、
国
会
等
移
転
審
議

会
の
答
申
を
踏
ま
え
、
移
転
先
候
補
地
の
絞
り
込
み
を
行
い
、
二
年
を
目
途
に
そ
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
政
府

そ
の
他
の
関
係
者
の
協
力
を
得
て
、
広
く
国
民
の
意
見
を
聞
く
措
置
等
に
よ
り
、
早
急
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

右
、
決
議
す
る
。

●
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（
参
考
資
料
一
○
）

○
総
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の
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一
峨
・
蝿
地
鯛
題
淵
特
剛
委
長
昭
献
三
・
四
骨
一
制
一

○
奥
野
国
務
大
臣
御
指
摘
の
よ
う
に
三
十
年
代
に
い
わ
ゆ
る
遷
都
論
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
、
東
京
の
過
密
を
救
う
の

‐
に
は
抜
本
的
に
や
は
り
い
わ
ゆ
る
遷
都
の
手
段
が
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
ら
再
燃
し
て
き
た
、
こ
う
申
し
上
げ
て
い

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
い
う
背
景
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
行
革
審
に
お
き
ま
し
て
も
、
政
府
関
係
機
関
の
移
転
を
考
え

た
ら
ど
う
か
、
こ
う
い
う
御
提
言
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
し
、
昨
年
十
月
の
緊
急
土
地
対
策
要
綱
の
閣
議
決
定
の
中
に
も
同
じ

趣
旨
が
盛
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
を
受
け
ま
し
て
、
政
府
関
係
機
関
の
移
転
の
こ
と
を
こ
の
法
案
の
中
に
織

り
込
ん
で
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
単
に
閣
議
決
定
で
遂
行
し
て
い
く
の
じ
や
な
し
に
、
国
会
で
御
論
議
を
い
た
だ
い
て
法

律
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
進
め
て
い
き
た
い
、
こ
う
考
え
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
す
ぐ
政
府
機
能
一
括
移
転
の
問
題
を
考
え
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
あ
く
ま
で
も

政
府
関
係
機
関
の
移
転
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
遷
都
論
と
は
違
う
範
鴎
の
も
の
で
は
あ
る
け

（
国
会
答
弁
例
）

癖
剛
噸
艫
噸
囎
棚
輕
．
｜
艀
響

○
竹
下
内
閣
総
理
大
臣
・
・
・
基
本
的
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
首
都
機
能
の
分
散
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
す
と
、
大
方
の
理
解
を

い
た
だ
け
る
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
い
わ
ゆ
る
遷
都
論
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
の
問
題
が
た
だ
地
価
対
策
と

か
土
地
問
題
だ
け
か
ら
議
論
す
る
問
題
で
は
必
ず
し
も
な
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
・
・
・
そ
の
考
え
方
は
私
ど
も
も
非
常
に

関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
直
ち
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
具
体
化
す
る
だ
け
の
準
備
は
、
私
に
は
ま
だ
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
大
き
な
流
れ
と
し
て
我
々
が
念
頭
に
置
く
べ
き
課
題
で
あ
る
、
こ
の
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
・
・
・

露

園
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れ
ど
も
、
ま
た
あ
る
意
味
吟

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
．

ま
た
あ
る
意
味
に

○
岡
田
（
正
）
委
員
こ
こ
に
京
都
大
学
の
天
野
教
授
の
御
意
見
が
あ
る
の
で
す
よ
。
遷
都
と
は
一
体
何
か
、
こ
れ
は
い
ろ
い

ろ
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
五
つ
ぐ
ら
い
に
先
生
は
分
け
て
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
は
「
改
都
」
・
都
を

改
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
首
都
機
能
を
移
転
し
た
り
、
分
散
す
る
こ
と
は
な
く
、
東
京
湾
上
の
新
都
市
や
現
市
街
地
の
積
極

的
な
再
開
発
に
よ
っ
て
量
的
・
質
的
な
ニ
ー
ズ
の
増
加
を
受
け
と
め
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
」
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
改
都
と
い
う
ふ

う
に
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
「
展
都
』
・
》

開
し
よ
う
と
す
る
。
」
も
〈

三
番
目
に
「
分
都
」
・
八

三
番
目
に
「
分
都
」
・
分

。
こ

都
と
し
ま
し
て
、
「
東
京
の
首
都
機
能
の
う
ち
一
部
、
た
と
え
ば
研
究
・
学
園
機
能
や
一
部
政
治

機
能
、
工
業
機
能
な
ど
を
東
京
以
外
の
一
地
区
に
ま
と
め
て
移
転
す
る
。
」

そ
れ
か
ら
第
四
番
目
が
「
遷
都
」
・
こ
れ
は
「
東
京
か
ら
あ
る
程
度
以
上
離
れ
た
新
都
市
あ
る
い
は
既
存
都
市
に
首
都
機
能

を
一
括
し
て
移
し
、
東
京
へ
の
集
積
度
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
均
衡
あ
る
国
土
の
発
展
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
。
」
で

五
番
目
が
「
拡
都
」
で
す
ね
。
こ
れ
は
「
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
な
ど
の
超
高
速
交
通
機
関
で
結
び
首
都
機
能
を
複
数
の
都

市
に
移
動
し
て
東
京
を
含
む
多
極
首
都
を
つ
く
る
。
」

こ
う
い
う
よ
う
な
選
別
の
仕
方
を
天
野
先
生
は
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
今
の
長
官
の
御
説
明
に
よ
り
ま

す
と
、
こ
の
中
の
幾
つ
か
が
今
度
の
法
案
に
ま
こ
と
に
ど
ん
ぴ
し
ゃ
り
と
は
ま
っ
て
く
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
。

そ
こ
で
お
尋
ね
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
は
、
・
・
・
こ
う
い
う
二
つ
の
国
の
首
都
が
移
っ
た
、
政
府
の
機
関
が
そ
っ
く
り

移
っ
た
。
で
あ
る
の
に
人
け
が
な
い
、
人
の
に
お
い
が
し
な
い
。
こ
れ
は
一
体
何
で
し
ょ
う
か
。
私
に
も
わ
か
ら
ぬ
の
で
あ
り

↑
《
｝
ブ
（
》
。

お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
遷
都
論
に
根
差
し
た
関
係
の
問
題
で
も
あ
る
、
こ
う
申
し
上
げ
て
も
い
い
の

で

れ
は
豆

も
の
で
あ
る
。 「首
都
東
京
の
機
能
を
関
東
平
野
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
東
京
の
過
密
化
の
現
状
を
打

園
遷
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・
分
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・
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一
鯏
・
舩
地
鯏
題
僻
特
Ⅷ
委
長
昭
献
三
・
四
＃
二
細
一

○
奥
野
国
務
大
臣
首
都
機
能
の
一
括
移
転
の
問
題
は
現
に
い
ろ
い
ろ
と
論
議
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
な
か
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

○
奥
野
国
務
大
臣
自
民
党
の
中
に
首
都
機
能
移
転
に
関
す
る
調
査
会
が
設
け
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
で

は
宮
城
を
移
す
移
さ
な
い
は
論
議
の
外
に
し
よ
う
、
だ
か
ら
遷
都
と
い
う
言
葉
は
使
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
首
都
機
能
移
転
と
か
首
都
移
転
と
か
い
う
よ
う
な
言
葉
を
使
う
よ
う
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
と
い
う

話
に
な
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
年
の
間
に
結
論
を
出
そ
う
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
今
御
指
摘
に
な
り

ま
し
た
よ
う
に
、
一
体
移
転
す
る
と
す
れ
ば
ど
こ
に
移
転
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
論
議
の
的
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
政
府
と
し
て
は
こ
の
論
議
が
煮
詰
ま
る
前
に
結
論
的
な
こ
と
は
言
う
の
は
避
け
た
い
、
こ
う
言
っ
て
い
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
・
・
・

一
州
・
朏
地
醐
題
蝿
特
Ⅷ
委
長
昭
帥
三
・
四
皆
一
細
一

○
奥
野
国
務
大
臣
首
都
機
能
一
括
移
転
の
問
題
は
国
民
全
体
で
十
分
論
議
を
熟
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
経
過
を
見
守
っ

た
上
で
政
府
と
し
て
は
結
論
を
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
、
こ
う
考
え
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
・
・
・
少
な
く
と
も
東
京
の

過
密
を
救
う
た
め
に
は
、
単
に
民
間
の
い
ろ
い
ろ
な
施
設
を
移
転
し
て
も
ら
う
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
、
政
府
み
ず
か
ら
率
先
し
て

実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
政
府
関
係
機
関
の
移
転
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
首
都
機
能
一
括
移
転
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
と
、
や
は
り
国
民
全
体
の
論
議
が
熟
さ
な
け
れ
ば
結
論
は
出
せ
な
い
の
じ
や
な
い
だ
ろ
う
か
な
。
・
・
・

ま
す
が
、
長
官
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

患
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・
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○
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
私
は
、
首
都
機
能
移
転
と
申
し
ま
す
も
の
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
こ
と
、
こ
れ
は
物
理
的
に
政
経
分

離
を
図
る
、
そ
の
結
果
と
し
て
政
官
民
の
関
係
の
あ
り
方
を
見
直
す
大
き
な
一
つ
の
契
機
に
な
る
と
い
う
認
識
と
と
も
に
、
具

か
ら
お
願
い
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

｛
鰭
喰
鱸
哩
獣
六
遙

○
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
：
．
た
ま
た
ま
議
員
の
御
質
問
中
に
首
都
移
転
と
い
う
言
葉
が
一
度
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
は
、

首
都
移
転
と
い
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
室
に
御
動
座
を
い
た
だ
く
意
思
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
上
で
、
国
会
等
の
機
能

を
分
散
す
る
、
他
の
地
域
に
移
し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
私
は
こ
の
東
京
の
中
に
も
、
い
わ
ば
都
民
の
生
活
の
中
に
潤

い
を
見
出
せ
る
空
間
を
つ
く
り
出
す
、
こ
う
し
た
こ
と
も
一
つ
の
大
き
な
役
割
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な

が
ら
一
極
集
中
と
い
う
も
の
を
緩
和
し
て
い
く
、
こ
う
し
た
要
素
も
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
し
、
私
ど
も
と
し
て
は
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
目
標
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
、
こ
の
席
に
も
立
た
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
後
と
も
の
御
支
援
を
心

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
決
定
的
な
政
府
の
姿
勢
は
示
す
べ
き
で
は
な
い
、
こ
う
思
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
四

全
総
に
も
政
府
関
係
機
関
の
移
転
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
立
案
し
て
い

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
展
都
、

ん
だ
、
こ
う
御
理
解
い
た
だ
い
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
な
、
こ
ゞ

（
注
）
「
こ
の
法
律
」
と
は
、
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
案
を
指
す
。

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

今
お
話
し
に
な
り
ま
し
た
展
都
、
分
都
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
政
府
関
係
機
関
の
機
能
の
一
部
を
展
開
立
地
さ
せ
て

い
く
の
が
展
都
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
し
、
ま
た
そ
れ
を
他
の
と
こ
ろ
へ
分
け
て
立
地
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
分
都

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
展
都
、
分
都
が
こ
の
法
律
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

ん
だ
、
こ
う
御
理
解
い
た
だ
い
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
な
、
こ
う
思
っ
て
お
り
ま
す
。

《ｰ

園
週
都
・
分
都
・
展
都
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○
内
閣
総
理
大
臣
（
森
喜
朗
君
）
首
都
機
能
移
転
に
つ
い
て
お
尋
ね
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
、
国
会
等
の
移
転
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
審
議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
、
国
会
に
お

い
て
、
社
会
経
済
情
勢
の
諸
事
情
等
に
配
慮
し
つ
つ
、
大
局
的
な
観
点
か
ら
検
討
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
政

府
も
、
国
会
の
審
議
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
協
力
し
て
い
く
と
と
も
に
、
国
民
に
幅
広
く
議
論
を
喚
起
し
て
ま

い
り
ま
す
。

体
的
な
行
政
機
能
の
移
転
の
あ
り
方
、
そ
の
検
討
の
過
程
に
お
き
ま
し
て
新
た
な
行
政
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
促
さ
れ
る
、
こ
う

し
た
こ
と
に
よ
り
国
政
全
般
の
改
革
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
国
会
が
移
転
を
い
た
し
ま
す
と
き
、
現
在
の

中
央
省
庁
が
そ
の
ま
ま
形
で
つ
い
て
い
く
、
そ
れ
は
私
は
到
底
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

○
橋
本
内
閣
総
理
大
臣
・
・
・
私
は
、
先
ほ
ど
も
こ
の
席
で
申
し
ま
し
た
が
、
皇
室
を
御
動
座
願
う
意
思
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
申
し
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
外
交
団
そ
の
他
が
認
証
を
受
け
る
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
こ
と
に
よ
っ
て
相
当
程
度

こ
の
東
京
に
軸
足
を
残
し
ま
し
た
と
き
、
そ
れ
に
対
応
す
る
部
分
と
い
う
も
の
は
残
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
経
済

の
中
心
と
し
て
の
東
京
に
お
い
て
、
そ
の
市
場
と
連
動
す
る
よ
う
な
部
分
を
人
為
的
に
動
か
し
て
市
場
が
う
ま
く
動
く
か
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
分
野
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
相
当
部
分
と
言
い
ま
し
た
か
あ
る
程
度
と
言
い
ま
し
た
か
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
ち
ょ
っ
と
正
確
に
覚
え
て
お
り
ま
せ

ん
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
国
会
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
並
行
し
て
移
転
す
べ
き
中
枢
機
能
と
と
も
に
、
そ

れ
以
外
の
分
野
の
行
政
の
相
当
程
度
が
、
あ
る
い
は
あ
る
程
度
の
も
の
が
、
ど
の
言
い
方
で
も
い
い
で
す
け
れ
ど
も
、
残
る
と

い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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